
１．件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の共通施設と

しての放射性廃棄物の廃棄施設に係る新規制基準への適合性確認に関す

る事業者ヒアリング（１７６） 

２．日 時：令和２年８月１８日（火）１３時００分～１４時５５分 

３．場 所： 

（１）原子力規制庁１０階南会議室 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

      ※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施  

４．出席者： 

  （１）原子力規制庁 

 原子力規制部 

 新基準適合性審査チーム 

     島村安全審査官、荒川安全審査官、加藤安全審査官 

   検査グループ専門検査部門 

    松本主任原子力専門検査官 

  （２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

バックエンド技術部 課長 他３名 

 

５．議事要旨 

（１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）原子

力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工

事の方法の認可申請（その８）について、資料に基づいて説明があった。 

 

（２）上記（１）の説明に対し、原子力規制庁から主に以下の事項について確認を行

い、原子力機構から了解した旨回答があった。 

・昭和 56年の建築基準法改正以降に設置した第３廃棄物処理棟、減容処理棟及

び解体分別保管棟について、今回、実状に合わせたモデル化、実態に近い評価

手法の採用等を踏まえた構造計算を実施するに至った経緯を示すこと。 

・許容応力度が基準を満たさなかった箇所が、耐震補強によってどの程度改善さ

れるのか示すこと。 

・使用前事業者検査の検査項目に漏れがないか、本件工事の施工方法を考慮して

記載の検査方法により確実に検査可能かを確認すること。 

 

 （３）原子力規制庁から、令和 2 年 7 月 31 日付けで申請のあった原子力科学研究

所原子炉施設保安規定の変更認可申請（※）について、主に以下の点について

確認を行い、原子力機構から了解した旨回答があった。 

    ・排水貯留ポンドの漏えい警報装置の運用に係る追加について、保安規定に定

めるべき内容であるか判断する観点から、希釈処理により排水濃度限度（告

示濃度）以下となる時点と警報設定をＯＮにするタイミングを説明すること。 



    ・保管廃棄施設・Ｌにおける線量制限の追加について、保管廃棄中の内容のみ

ならず、保管廃棄作業により鋼製蓋等が設置されていない場合の線量制限等

の内容について示すこと。 

 

６．配付資料 

資料 放射性廃棄物処理場設計及び工事の方法の認可申請（その８）申請概要 

   【第１編 第３廃棄物処理棟の耐震補強】【第２編 減容処理棟の耐震補強】 

   【第３編 解体分別保管棟の耐震補強】（案） 

 

 ・関連ページ 

  ※ 日本原子力研究開発機構から原子炉施設保安規定の変更認可申請書を受理 

 

 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/TNR/170000171shiken.html

